
入院者訪問支援事業について

健康福祉局 障害者支援部 こころの健康センター
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2. 本市の市町村長同意による医療保護入院者の状況

3. 事業内容

4. 今後のスケジュール
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1. 事業の目的・概要

改正精神保健福祉法(令和6年4月1日施行)により法制化

●精神科病院で入院治療を受けている者については、医療機関外の者との面会交流が特に途絶えやすくなる
ことを踏まえ、入院者のうち、家族等が居ない市町村長同意による医療保護入院者等を中心として、面会
交流の機会が少ない等の理由により、第三者による支援が必要と考える者に対して、希望に応じて、傾聴
や生活に関する相談、情報提供等を役割とした訪問支援員を派遣するもの。

●実施主体は都道府県、政令指定都市。
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1. 事業の目的・概要
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2. 熊本市長同意による医療保護入院患者の状況

熊本市こころの健康センター所報より

R7.12月末時点

新規入院患者

(年度)
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2.熊本市長同意による医療保護入院者の状況

更新届の提出 102名 (R7.12月時点)

【精神保健福祉法改正(令和6年4月1日施行)】

入院期間の上限
入院期間が３カ月(入院から６カ月経過後は６カ月)を超えない期間に制限

更新届の義務化
入院期間満了日の翌日から10日以内に「入院期間更新届」の提出が義務付け
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２.熊本市長同意による医療保護入院患者の状況

更新届が提出された患者さまの在院日数
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3. 事業内容

➀支援員養成研修

②支援員の派遣

③事業の周知

④会議設置・運営

⑤評価
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➀支援員養成研修
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➀支援員養成研修
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日時：令和7年10月6日(月)
13時～18時

方法：県との合同開催
(事前オンライン学習及び対面)

場所：熊本県庁地下大会議室
周知：地域移行支援部会

コアメンバー・旗振り役



●熊本市長同意の方

●熊本市長以外の市町村長同意の方

➀入院者本人もしくは精神科病
院の職員を経由し面会希望の連
絡を受ける。入院者本人から申
込があった場合は、本人に同意
を取り申込を受けた事務局から
入院先の病院へ連絡する。
※聴取する患者情報としては

(1)氏名(2)年齢(3)性別
(4)入院中の病院名(5)訪問時
聞きたいことのみ

➀面会希望 ②面会日の調整

②登録者から訪問支援員2名を選任し
面会日を調整する

訪問支援員

精神科病院

③
日
程
連
絡

④面会日連絡

⑤訪問支援(面会交流の実施)

訪問支援員は2人１組(※)で精神科病院を訪
問し、面会交流を行う。
訪問支援員の都合や病院からの距離を考慮し
て選任する。
(※)ペアで訪問をすることで互いにフォロー
ができ緊張感の緩和につながる。

⑥実施報告

⑦支払い

⑥面会終了後、実施報告書を
作成し事務局へ提出する。

③面会日時及び訪問を予定し
ている支援員氏名を連絡する。

熊本県障がい者支
援課

熊本市こころの
健康センター

⑦報告書提出後、口座に振込む

【事 務 局】

②支援員の派遣



③事業の周知

・令和8年度は入院者ひとりにつき本事業の利用は原則1回まで
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④会議設置・運営/⑤評価

評価：➀支援員や利用者からの意見の収集等を行う ②推進会議、実務者会議で➀で収集した意見等を共有する
③会議の構成員からの意見等を取りまとめる ④本事業の会議を活用し、事業の評価方法や評価を実施する。
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４.今後のスケジュール

令和7年10月 訪問支援員養成研修 修了者53名

令和7年12月 修了証発送、令和8年度活動意向調査の実施

令和8年 1月 精神科病院長会にて事業内容等の説明

令和8年 3月 訪問支援員、医療機関職員向け説明会の実施(県と合同)

令和8年 3月 選任通知書発送、活動に向けてのアンケート実施

令和8年 4月以降 訪問支援員派遣開始

令和8年 10月頃(予定) 令和8年度訪問支援員養成研修(県と合同)

※実務者会議、フォローアップ研修(時期未定)について検討中。
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